
伊 水 告 示 第 １ ３ 号  

 

指 定 公 金 事 務 取 扱 者 の 指 定 に つ い て  

 

 地 方 公 営 企 業 法 （ 昭 和 ２ ７ 年 法 律 第 ２ ９ ２ 号 ） 第 ３ ３ 条 の ２ に お い て

準 用 す る ， 地 方 自 治 法 （ 昭 和 ２ ２ 年 法 律 第 ６ ７ 号 ） 第 ２ ４ ３ 条 の ２ 第 １

項 の 規 定 に 基 づ き ， 指 定 公 金 事 務 取 扱 者 を 指 定 し た の で ， 同 条 第 ２ 項 の

規 定 に よ り 次 の と お り 告 示 す る 。  

 

令 和 ８ 年 ４ 月 １ 日  

 

伊 丹 市 上 下 水 道 事 業 管 理 者  大  西  俊  己  

 

記  

 

１  指 定 公 金 事 務 取 扱 者  

⑴ 名 称  

ヴ ェ オ リ ア ・ ジ ェ ネ ッ ツ 株 式 会 社  関 西 支 店  

⑵ 住 所 又 は 事 務 所 の 所 在 地  

   大 阪 府 箕 面 市 船 場 東 三 丁 目 ４ 番 １ ７ 号  箕 面 千 里 ビ ル  

 

２  公 金 事 務 に 係 る 歳 入  

  水 道 料 金 、 下 水 道 使 用 料 、 口 径 別 納 付 金 等  

 

３  指 定 を し た 日  

  令 和 ８ 年 ４ 月 １ 日  

 

４  委 託 を し た 日  

  令 和 ８ 年 ４ 月 １ 日  


